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一

規

則

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
五
号

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
十
五
号
ロ
及
び
ハ
中
「
若
し
く
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
受
理
」
の
下
に

「
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
届
の
受
理
」
を
加
え
、
同

号
へ
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
号
ト
中

「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
「
開
設
者
」
の
下
に

「
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、
「
失
そ
う
」
を
「
失
踪
」
に
改
め
、
同

号
ナ
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
号
ラ
中

「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
「
開
設
者
」
の
下
に

「
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、
同
号
ウ
中
「
助
産
所
の
変
更
届
の
受

理
」
の
下
に
「
並
び
に
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
変
更
届
の
受
理
」

を
加
え
、
同
条
第
四
十
一
号
ヘ
中
「
第
十
五
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
第
十
四
条

第
十
六
項
」
を
「
第
十
四
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
四
十
一
号
の
改
正
規
定

は
、
同
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
六
号

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
療
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
東
京
都
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
の
届
書
は
、
別
記
第
九
号

様
式
の
二
に
よ
る
。

第
八
条
中
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
、
「
又
は
助
産
所
」
を

「
若
し
く
は
助
産
所
」
に
、
「
又
は
開
設
届
出
事
項
」
を
「
若
し
く
は
開
設
届
出
事
項
又
は
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
届
出
事
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施

設
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
開
設
者
の
死
亡
・
失
踪
届
書
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
ま
た
は
助
産
所

の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
、

「
ま
た
は
失
そ�

う�

」
を
「
又
は
失
踪
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
助
産
所
台
帳
」
を
「
、
助
産
所
台
帳
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施

設
台
帳
」
に
改
め
、
「
、
又
は
」
の
下
に
「
診
療
所
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設

に
係
る
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
台
帳

イ

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

ロ

設
置
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

ハ

設
置
年
月
日

ニ

そ
の
他
保
健
所
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

別
記
第
六
号
様
式
()表
中

「

」
を

「

」
に

改
め
、
同
様
式
()裏
中
「６

」
を
「７

」
に
、
「７

」
を
「８

」
に
、
「８
」
を
「９

」
に
、
「９

」
を

「１０

」
に
、
「１０

」
を
「１１

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
二
()表
中

「

」
を

「

」
に
、

「６
診
療

」
を
「７

診
療

」
に
改
め
、
同
様
式
()裏
中
「７

」
を
「８

」
に
、
「８

」
を
「９

」
に
、

「９

」
を
「１０

」
に
、
「１０

」
を
「１１

」
に
、
「１１

」
を
「１２

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式

（第１片）
()表
中
「第

８
条

」
を
「第

８
条
第
１
項

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
、
同
様
式

（第１片）
()裏
中
「８

」
を
「９

」
に
、
「９

」
を
「１０

」
に
、
「１０

」
を
「１１

」
に
、
「１１

」

を
「１２

」
に
、
「１２

」
を
「１３

」
に
改
め
、
同
様
式

（第２片）
()表
中
「１３

」
を
「１４

」
に
、
「１４

」
を
「１５

」

に
、
「１５

」
を
「１６

」
に
、
「１６

」
を
「１７

」
に
改
め
、
同
様
式

（第２片）
()裏
中
「１７

」
を
「１８

」
に
、

「１８

」
を
「１９

」
に
、
「１９

」
を
「２０

」
に
、
「２０

」
を
「２１

」
に
、
「２１

」
を
「２２

」
に
、
「２２

」

を
「２３

」
に
改
め
、
同
様
式

（第３片）
()表
中
「２３

」
を
「２４

」
に
、
「２４

」
を
「２５

」
に
、
「２５

」
を
「２６

」

に
、
「２６

」
を
「２７

」
に
、
「２７

」
を
「２８

」
に
改
め
、
同
様
式

（第３片）
()裏
中
「２８

」
を
「２９

」
に
、

「２９

」
を
「３０
」
に
改
め
る
。
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別
記
第
八
号
様
式

（第１片）
()表
中
「第

８
条

」
を
「第

８
条
第
１
項

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
、
同
様
式

（第１片）
()裏
中
「８

」
を
「９

」
に
、
「９

」
を
「１０

」
に
、
「１０

」
を
「１１

」
に
、
「１１

」

を
「１２

」
に
、
「１２

」
を
「１３

」
に
改
め
、
同
様
式

（第２片）
()表
中
「１３
」
を
「１４

」
に
、
「１４

」
を
「１５

」

に
、
「１５

」
を
「１６

」
に
、
「１６

」
を
「１７

」
に
、
「１７

」
を
「１８
」
に
、
「１８

」
を
「１９

」
に
改
め
、

同
様
式

（第２片）
()裏
中
「１９

」
を
「２０

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式

（第１片）
()表
中
「第
８
条

」
を
「第

８
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様

式
を
加
え
る
。
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別
記
第
十
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、
「開

設
許
可

（
届
出
）
事
項
を

」
を
「開

設
許
可
（
開
設
届
出
又
は
設
置
届
出
）
事
項
を

」
に
、
「開

設
の

」
を

「開
設
（
設
置
）
の

」
に
、
「開

設
許
可
（
届
出
）
年
月
日

」
を
「開

設
許
可
（
開
設
届
出
又
は
設
置

届
出
）
年
月
日

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、

「又
は
助
産
所

」
を
「、

助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設

」
に
改
め
、
「開

設
届
出

」
の
次

に
「又

は
設
置
届
出

」
を
加
え
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「失

そ
う
者

」
を
「失

踪
者

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、
「開

設
者
が

」

を
「開
設
者
（
設
置
者
）
が

」
に
、
「失

そ
う
宣
告

」
を
「失

踪
宣
告

」
に
改
め
、
「開

設
届
出

」
の

次
に
「又

は
設
置
届
出

」
を
加
え
、
「開

設
者
の

」
を
「開

設
者
（
設
置
者
）
の

」
に
、
「失

そ
う
）

の

」
を
「失

踪
宣
告
）
の

」
に
、
「又

は
失
そ
う

」
を
「又

は
失
踪

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
施
行
細
則
別
記
第
六
号
様
式
か
ら

第
十
号
様
式
ま
で
及
び
第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る

も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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